
 

 

○
法
務
省
令
第 

 
 

号 

不
動
産
登
記
法
（
平
成
十
六
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
百
三
十
一
条
第
三
項
第
五
号
及
び
第
百
五
十
条
の
規
定
に
基
づ
き

、
森
林
経
営
管
理
法
に
基
づ
く
筆
界
特
定
の
申
請
に
係
る
筆
界
特
定
申
請
情
報
及
び
筆
界
特
定
添
付
情
報
の
特
例
に
関
す
る
省

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。 

令
和
七
年 

 

月 
 
 

日 

法
務
大
臣 

平
口 

 

洋 
 
 

森
林
経
営
管
理
法
に
基
づ
く
筆
界
特
定
の
申
請
に
係
る
筆
界
特
定
申
請
情
報
及
び
筆
界
特
定
添
付
情
報
の
特
例
に
関
す

る
省
令 

（
筆
界
特
定
申
請
情
報
の
特
例
） 

第
一
条 

筆
界
特
定
（
不
動
産
登
記
法
第
百
二
十
三
条
第
二
号
に
規
定
す
る
筆
界
特
定
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
申
請
人
が

森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
十
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
筆
界
特
定
の
申
請
を
す
る
者
で
あ

る
場
合
に
は
、
不
動
産
登
記
法
第
百
三
十
一
条
第
三
項
第
五
号
の
法
務
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
不
動
産
登
記
規
則
（
平
成

十
七
年
法
務
省
令
第
十
八
号
）
第
二
百
七
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
申
請
人
が
森
林
経
営
管
理
法
第
四
十
七



 

 

条
の
規
定
に
基
づ
い
て
申
請
を
す
る
者
で
あ
る
旨
と
す
る
。 

 
（
筆
界
特
定
添
付
情
報
の
特
例
） 

第
二
条 
前
条
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
不
動
産
登
記
規
則
第
二
百
九
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
次
に

掲
げ
る
情
報
を
法
務
局
又
は
地
方
法
務
局
に
提
供
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

対
象
土
地
（
不
動
産
登
記
法
第
百
二
十
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
対
象
土
地
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
一
方
又
は
双

方
が
、
申
請
人
が
森
林
経
営
管
理
法
第
四
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
い
て
定
め
た
集
約
化
構
想
に
お
い
て
定
め
ら
れ

た
同
条
第
二
項
第
一
号
に
掲
げ
る
区
域
内
の
森
林
の
一
筆
の
土
地
で
あ
る
こ
と
を
証
す
る
情
報 

二 

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
百
九
十
一
条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
林
地
台
帳
に
同
項
第
三

号
に
掲
げ
る
事
項
と
し
て
前
号
の
一
筆
の
土
地
と
こ
れ
に
隣
接
す
る
他
の
土
地
（
対
象
土
地
に
限
る
。
）
と
の
境
界
に
関

す
る
測
量
が
実
施
さ
れ
た
旨
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
証
す
る
情
報 

三 

対
象
土
地
の
所
有
権
登
記
名
義
人
等
（
不
動
産
登
記
法
第
百
二
十
三
条
第
五
号
に
規
定
す
る
所
有
権
登
記
名
義
人
等
を

い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
う
ち
い
ず
れ
か
の
者
の
同
意
を
得
た
こ
と
を
証
す
る
当
該
所
有
権
登
記
名
義
人
等
が
作
成
し
た

情
報 



 

 

２ 

前
項
第
三
号
に
規
定
す
る
情
報
を
記
載
し
た
書
面
に
は
、
そ
の
作
成
者
が
記
名
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

附 

則 
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
省
令
は
、
森
林
経
営
管
理
法
及
び
森
林
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
七
年
法
律
第
四
十
八
号
）
の
施
行
の
日

（
令
和
八
年
四
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。 

（
筆
界
特
定
申
請
手
数
料
規
則
の
一
部
改
正
） 

２ 

筆
界
特
定
申
請
手
数
料
規
則
（
平
成
十
七
年
法
務
省
令
第
百
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
二
条
第
一
項
中
「
第
七
十
三
条
第
一
項
又
は
」
を
「
第
七
十
三
条
第
一
項
、
」
に
改
め
、
「
第
三
十
六
条
第
一
項
」
の

下
に
「
又
は
森
林
経
営
管
理
法
（
平
成
三
十
年
法
律
第
三
十
五
号
）
第
四
十
七
条
」
を
加
え
る
。 


